
 

 

 

 

***** 保険料や給付内容に影響しますので、確認しておきましょう！ ***** 

 

 

後期高齢者支援金の総報酬割の段階的拡大 

平成 27年度～平成 29年度実施 

後期高齢者支援金は、75 歳以上が加入する後期高齢者医療制度に、健康保険組合など現役世代

が拠出する支援金で、これまでは暫定措置として 3 分の 1 を総報酬割（被保険者の報酬を基に計

算）、3 分の 2 を加入者割（被保険者・被扶養者の人数を基に計算）としていましたが、負担能力

に応じた負担とするために、段階的に総報酬割が拡大されます。これにより、多くの健康保険組合

では拠出が増え、当組合においても更なる負担増となる見通しとなっています。 

 

 

 

 

 

 

標準報酬月額の上限額及び標準賞与額の年度累計額の見直し  

                                                   平成 28年 4月実施 

  保険料などの計算の基になる標準報酬月額が、現在の最高等級第 47級の上位に 3等級追加され、

上限額が 121万円（第 47級）から 139万円（第 50級）に引上げられます。併せて標準賞与額に

ついても、年度累計額が 540万円から 573万円に引上げられます。 

【標準報酬月額】 

   種別 

等級  

標 準 報 酬 
報 酬 月 額 

  月 額 日 額 

  第 47級 1,210,000円 40,330円 1,175,000 円以上 1,235,000 円未満 

追加 

 第 48級 1,270,000円 42,330円 1,235,000 〃 1,295,000 〃 

 第 49級 1,330,000円 44,330円 1,295,000 〃 1,355,000 〃 

 第 50級 1,390,000円 46,330円 1,355,000 〃   

 

 

（平成 27年度）1/2報酬割 
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（平成 28年度）2/3報酬割 
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（平成 29年度）全面報酬割 
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健康保険制度改正のご案内 



  

 

傷病手当金・出産手当金の算定方法の見直し 

                                            平成 28年 4月実施 

  不正受給防止のため、傷病手当金及び出産手当金については、給付の基礎となる標準報酬の算定

を、当該者の被保険者期間のうち、直近 1 年間の標準報酬日額の平均（被保険者期間が 1 年間に

満たない者は、当該者の被保険者期間における標準報酬日額の平均か、その保険者の全被保険者

の平均標準報酬日額のいずれか低い額）とするよう見直しされます。 

 

 

 

 

 

入院時食事療養費等の見直し 

                                              平成 28年 4月実施 

    入院時の食事代について、入院と在宅療養の負担の公平を図るため、在宅療養でも負担する

費用として、食材費相当額に加え、調理費相当額の負担が求められることとなり、平成 28 年度か

ら 1食 360円、平成 30年度から 1食 460円に段階的に引き上げられます。 

  

＊難病、小児慢性特定疾病の患者さんは、平成 27 年 1 月から原則自己負担となったことから、その影

響に鑑み、据置かれることとなりました。 

 

〈現行〉  〈平成 28 年度〉  〈平成 30 年度〉 

 負担額（1食）   負担額（1食）   負担額（1食） 

一般所得 260円  一般所得 360 円  一般所得 460 円 

低所得Ⅱ 210円 （食材費＋調理費） 

低所得者は据置 

 （食材費＋調理費） 

低所得Ⅰ 100円    

（食材費）       

※低所得Ⅱは住民税非課税 

※低所得Ⅰは住民税非課税で一定所得以下 

 

 

 

 

 



紹介状なしで大病院を受診する場合等の定額負担の導入 

                                            平成 28年 4月実施 

現在、病床数 200床以上の病院に紹介状を持たずに受診した場合は、各病院が設定した特別料金を

支払うことになっていますが、外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで特定機能病院（＊）及び

病床数 500床以上の病院を受診する場合等には、原則として初診時又は再診時に、定額負担が求め

られることとなりました。 

定額負担の額は 5,000円～10,000円程度とすることが現在検討されており、来年 4月までには決定

されることになっています。 

（＊）特定機能病院：高度先進医療の研究・治療・医師の研修に当たる病院。 

 

・初診は、紹介状なしで大病院を受診する場合に、救急等の場合を除き、定額負担が求められます。 

・再診は、他の医療機関に受診するよう文書による紹介が行われたにもかかわらず、大病院を再度

受診する場合に、定額負担が求められます。 

 

 

 

患者申出療養の創設 

                                            平成 28年 4月実施 

 国内未承認の医薬品等を迅速に保険外併用療養として使用したいという患者さんの思いに応えるた

め、患者さんからの申し出を起点とする新たな保険外併用療養の仕組みとして患者申出療養が創設

されます。 

 ＊対象となる医療のイメージ 

  ・先進医療として実施されていない療養 

  ・現在行われている治験の対象とならない患者さんに対する治験薬等の使用 

 

 

 

兄姉の被扶養認定における同居要件の撤廃 

                                          平成 28年 10月実施 

被保険者の兄姉を被扶養者と認定する要件について、被保険者の兄弟姉妹が被扶養者になる場合、

被保険者の収入で生活しているという「生計維持」の条件のほか、兄姉については「同居」が条件

となっています。この「同居」条件が昨今の生活実態を踏まえ、撤廃されることになりました。 

 

 
 



≪そ の 他≫ 

短時間労働者の社会保険の適用拡大 平成 28年 10月実施 

 厚生年金保険法等の改正によりまして、社会保険（厚生年金・健康保険）の適用基準が緩和され、

従業員数 501人以上の事業所において、パート等の非正規労働者にも社会保険の適用が拡大され

ます。 

〈社会保険の適用基準〉 

改正前  労働時間・日数が正社員の概ね 4分の 3以上（概ね週 30時間以上） 

   

改正後  以下のすべての基準を満たした場合、適用されます。 

平成 28年 10月～ ①従業員数が 501人以上の事業所に勤めていること。 

  ②1週間の所定労働時間が 20時間以上あること。 

  ③月額賃金 88,000円以上（年収 106万円以上）あること。 

  ④当該事業所に継続して 1年以上使用されることが見込まれること 

  ⑤学生でないこと。 

＊①の 501 人以上は、現行の適用基準（所定労働時間が概ね週 30 時間以上）による厚生年金の被保険者数で、直近

1年間で 6ヵ月以上、500人を超えることが見込まれる場合。 

法人事業所の場合、同一法人格に属する適用事業所の人数を合計します。 

＊③の月額賃金には、賞与等の臨時に支払われる賃金や時間外労働の割増賃金、通勤手当、家族手当等は含みません

が、適用になれば標準報酬の届出は、すべて含めたものを届出いただきます。 

＊⑤の学生では、休学中の者や大学・高校の夜間部の定時制の課程の者は被保険者となります。 

 

労働安全衛生法に基づくストレスチェック実施の義務化 平成 27年 12月実施 

  多様化する現代社会において、メンタル不調者の増加が社会問題となっています。 

メンタルヘルス不調は、個人的な資質も大きな要因といわれていますが、それに、職場におけるス

トレス等が加わってメンタル不調を発症すると、労災の対象になるケースも出てきます。従業員

のメンタルヘルス不調の重症化は、本人や家族だけでなく、企業にとりましても貴重な労働力を

失うことになり、大きな損失となります。また、健康保険組合にとりましても、医療費の増加や

休業者に対する傷病手当金の支給が長期に亘り発生するなど、健康保険組合が受ける影響も大き

なものとなっています。 

このようなことから、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止するため、医師や保健師などに

よる心理的な負担の程度を把握するための検査（ストレスチェック）を年 1回行い、検査の結果、

一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合は、医師による面接指導をすることが、従

業員 50人以上の事業者に義務づけられます（従業員 50人未満の事業者は努力義務）。 

なお、検査結果についてはプライバシーを保護するため、検査を実施した医師・保健師等から、

直接本人に通知され、本人の同意なしでは事業者に提供されません。但し、本人から面接指導を

受けたいという申し出があった場合は、その申し出をもって同意があったものとみなし、事業者

にその検査結果が提供されることになります。 

また、検査結果の通知に際しては、結果のほか、セルフケアに関する助言・指導、面接指導の申

出窓口及び方法、申出窓口以外の相談窓口も通知することが望ましいとされています。 

 

※当組合では、ストレスチェック等実施をご検討される事業所様に対し、事業者の紹介も行ってお

りますのでお問い合わせください。 


